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出    願    者 特  許  庁 パブリック 

                     窓口出願と ISDNによる電子出願がある 

特 許 願 書  出 願 受 理 

                     始めて特許庁に登録される場合 

識別番号の通知 

 

出願番号の通知 

                                   窓口出願の場合のみ 

電子化手数料の請求 

                                   郵便局で払込む 

電子化手数料の払込 

 

                        窓口出願の場合は殆どあり得ない 

補 正 指 令 

 

手続補正書等 

                                                                                  出願１年半月経過後             

出 願 公 開  公開特許公報の発行 

                 出願後３年以内   出願時に同時に手続き可能 

審 査 請 求  審査請求受理 

見込みがない場合        約 60∼70％の高率で拒絶理由通知が来る  

継 続 断 念  拒絶理由通知 

                                 見込みがある場合 

意見書・手続補正書 

不服審判の道も残されている                       拒絶査定 

特許権不成立  拒絶理由通知(最終) 

                                            特許査定 

特許査定の送達 

納付後に特許証が送達される            30日間以内に納付 

特許権成立  特許料の納付  設 定 登 録  特許公報の発行 

                     ３年１期毎に納付   １期毎に急騰する                                

特許権の維持  特許料の納付  特許権管理 
                                                   特許権を維持できる期間は出願後最大 20年間  
 
                            表１  特許庁及び弁理士への支払い金額概算                    （単位：円） 
 出  願 方式審査 審 査 請 求 意見書等提出 特許権設定登録 
特許庁への 
支払い 

16,000 0 168,600+4,000×請求項数 0 
2,600+200×請求項数 

最初の１年分 
弁理士への 
支払い 

180,000以上 60,000以上 10,000以上 60,000以上 
登録料納付10,000以上 
成功報酬 100,000以上 

注： 「外国語による出願」「国際特許出願」「独立行政法人」「ＴＬＯ」「資力に乏しい個人・法人」「研究開発型中小企業」等は
減額等の異なる料金体系が適用される。詳細は｢特許電子図書館｣参照。 
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